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１ はじめに 

 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事等を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、

建設業法（昭和24年法律第100 号）第 27条の 23に規定する経営に関する客観的事項の審査（経営

事項審査）を受けていなければなりません。 

 

２ 経営事項審査の有効期間 

 経営事項審査の有効期間は審査基準日(経営事項審査を受ける対象事業年度の終了日＝決算日)よ

り１年７か月です。毎年、公共工事を発注者から直接請け負おうとする方は、結果通知書の有効期間に

空白が生じないように、継続して経営事項審査を受けてください。 

 

３ 評価の方法 

  経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行います。 

① 経営状況（登録経営状況分析機関が結果を通知） 

② 経営規模、技術的能力その他の①に掲げる事項以外の客観的事項（国土交通大臣又は都道府

県知事が結果を通知） 

※ ②の経営規模等評価を申請する方から請求があったときは、国土交通大臣又は都道府県知事

は総合評定値（経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用い

て算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値）を通知します。 

 

４ 申請受付期間 

 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求は、事業年度の終了の日から５か月以内に行ってく

ださい。 

 ５か月経過後であっても申請及び請求することはできますが、結果通知が遅くなる場合もありますの

で、余裕をもって申請及び請求を行うようお願いします。 

 また、申請受付機関が、あらかじめ申請者ごとに申請日時を指定する場合もありますので、詳しくは

各申請受付機関へお問い合わせください。 

 

５ 総合評定値の請求 

 総合評定値を請求する場合には、経営状況分析結果通知書の提出が必要です。 

 総合評定値の請求は、経営規模等評価の申請と同時に行わなくてもよいですが、同時に請求する

場合には、経営規模等評価の申請を行う業種全てについて総合評定値を請求してもらうこととなりま

す。 

   

６ 申請先（申請受付機関） 

 主たる営業所を所管する県土木部関係地域機関 

 

７ 申請方法 

 11 の提出書類及び 12 の確認書類を、申請受付機関に直接持参して申請を行ってください。（郵送

による申請受付は実施していません。） 

 

８ 審査基準日 

 経営事項審査の審査基準日は、原則として、経営事項審査の申請をする日の直前の事業年度終了

の日です。ただし、法人設立後(個人事業主においては事業開始後)一度も決算を迎えていない場合

は、法人設立日(個人事業主においては事業開始日)を審査基準日とします。 
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９ 審査手数料 

① 経営規模等評価手数料 

8,100円に評価を受けようとする建設業１種類につき 2,300円として計算した額を加算した額 

② 総合評定値通知手数料 

400円に通知を受けようとする建設業１種類につき 200円として計算した額を加算した額 

次のように新潟県収入証紙を「手数料証紙（印紙）貼付書」に貼ってください。（収入証紙等の消し

込みはしないでください。） 

（例）土木一式工事と舗装工事について、経営規模等評価申請及び総合評定値請求を行う場合 

経営規模等評価手数料  

8,100円＋2,300円×２＝12,700円 

総合評定値通知手数料 

400円＋200円×２＝800円 

※ 手数料区分ごとに「手数料収入証紙（印紙）貼付書」に貼ってください。 

 

10 消費税の取扱い 

 経営事項審査の申請をする際は、消費税を除いた決算書類等財務諸表により審査を行います。 

ただし、免税業者については、消費税を含んだもので審査を行います。 

 

1１ 提出書類一覧 

書類名 備考 

経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 

(様式第25号の 11) 

 

工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高 

(様式第25号の 11別紙１) 

 

技術職員名簿 

(様式第25号の 11別紙２) 

 

その他の審査項目（社会性等） 

(様式第25号の 11別紙３) 

 

工事経歴書 

(様式第２号) 

項番 31 に記載した各事業年度

分。ただし、建設業許可に係る申

請・届出で様式第２号(平成20年４

月１日改正)を既に提出している場

合は不要(注) 

手数料証紙（印紙）貼付書 

(県独自様式) 

知事許可業者は県収入証

紙 

経営状況分析結果通知書 

(様式第25号の 10) 

総合評定値を請求する場

合のみ 

消費税納税証明書（その１、納税額の証明） ・項番 31 に記載した各事業年度

分。ただし、前回申請において既

に審査済みの事業年度について

は不要 

・免税業者は不要 

 

（注）工事経歴書について 

 以下①、②のいずれかに該当する場合は、既に提出されている工事経歴書をもって元請完成工事高を確認出来ることか

ら、様式第二号（平成20年４月１日付け改正）の提出は不要。 

① 平成20年3月31日以前に提出されている旧様式第二号の二において、業種毎の合計請負工事代金の元請・下請



 3

の内訳が記載されており、審査対象事業年度及び前審査対象事業年度又は前審査対象事業年度及び前々審査対象

事業年度における元請完成工事高が把握できる場合。 

② 平成 20年 3月 31 日以前に提出されている様式第３号において、各業種の工事施工金額欄に元請・下請の内訳が

記載されており、審査対象事業年度及び前審査対象事業年度又は前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

における元請完成工事高が把握できる場合。 

※１ 事業年度毎により記載方法が異なる場合は、元請完工高が把握できない事業年度についてのみ、様式第二号（平

成20年４月１日付け改正）の提出が必要。 

※２ 「土木一式工事」における「PC工事」、「とび・土工・コンクリート工事」における「法面処理工事」及び「鋼構造物工事」

における「鋼橋上部工事」について、元請完成工事高がある場合は、①の場合により各業種の実績額が確認できない

限りにおいて、様式第二号（平成20年４月１日付け改正）を提出する必要があること。 

 

12 確認書類 

【原本】と記載があるもの以外は、写も可 

【提出】と記載があるもの以外は、【提示】 

※必要に応じて、下表に掲げる確認書類以外の書面の提示をお願いすることがあります。 

 確認書類名 備考 

１ ■審査基準日前 12 月分の各月毎の支給明細が記載

されている書類（給与台帳等）又は源泉徴収簿 

項番 19｢技術職員数｣、項番 51｢公認会

計士等の数｣、項番 52｢二級登録経理

試験合格者の数｣に計上した職員分 

２ ■減価償却実施額を確認できる書面（控） 

（法人）法人税申告書別表16(1)(2)等 

（個人）青色申告書一式又は収支内訳書一式等 

 

項番 18「利益額」に記載した各事業年

度分。ただし、前回申請において既に

審査済みの事業年度については不

要。 

３ ■消費税確定申告書(控) 

（修正申告している場合、修正申告書控も必要） 

項番 31 に記載した各事業年度分。た

だし、前回申請において既に審査済の

事業年度については不要。 

４ ■技術職員名簿(様式第25号の11別紙２)に記載され

た技術職員に係る資格等を確認する書面 

①技術検定合格証明書等の資格証明書 

②監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証 

③登録基幹技能者講習修了者証（様式第30号） 

④資格が実務経験によるものの場合は、許可申請

に準じて実務経験証明書（規則別記様式第９号）

【原本・提出】 

⑤必要に応じて卒業証明書又は卒業証書【原本】 

 

・ ①③⑤については前回申請にお

いて技術職員名簿に記載されてい

た者について、既に確認済の資格

等については不要。 

・ ②は毎回提示。 

・ ④の｢実務経験証明書｣は【提出】。

ただし、前回申請において技術職

員名簿に記載されており既に確認

済の者、又は建設業許可の申請・

届出で既に確認済みの者につい

ては不要。 

5 

 

■雇用保険加入の有無を確認する書面 

次のいずれか一つ 

①雇用保険資格取得等確認通知書 

②被保険者証 

 

・ 項番 41｢雇用保険加入の有無｣を

｢1.有｣とした場合のみ。 

・ 項番 19｢技術職員数｣、項番 51｢公

認会計士等の数｣、項番 52｢二級登

録経理試験合格者の数｣に計上し

た職員分 
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6 

 

■健康保険及び厚生年金保険加入の有無を確認す

る書面 

①標準報酬決定通知書 

②被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知

書 

 

・ 項番 42｢健康保険及び厚生年金保

険加入の有無｣を｢1.有｣とした場合

のみ。 

・ 項番 19｢技術職員数｣、項番 51｢公

認会計士等の数｣、項番 52｢二級登

録経理試験合格者の数｣に計上し

た職員分 

7 ■ 建設業退職金制度加入・履行証明書 

【原本】 

勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業

本部（以下「建設業退職金共済事業本部」という。）

又は建設業退職金共済事業本部各都道府県支部

の発行するもの。 

項番 43「建設業退職金共済制度加入

の有無」を「1.有」とした場合のみ。 

８ ■ 退職一時金制度又は企業年金制度導入の有無を

確認する書面 

次のいずれか一つ 

①勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事

業本部若しくは特定退職金共済団体の発行する

加入を証明する書面 
②就業規則(労働基準監督署長の印のあるもの) 
③労働協約 
④厚生年金基金への加入を証明する書面 
⑤適格退職年金契約書 
⑥確定拠出年金運営管理機関の発行する確定拠

出年金への加入を証明する書面 
⑦確定給付年金の企業年金基金の発行する企業

年金基金への加入を証明する書面 
⑧資産管理運用機関との間の契約書 

項番 44「退職一時金制度若しくは企業

年金制度導入の有無」を「1.有」とした

場合のみ。 

９ ■ 法定外労働災害補償制度加入の有無を確認する

書面 

次のいずれか一つ 

①(財)建設業福祉共済団の労働災害補償制度への
加入を証明する書面 
②(社)全国建設業労災互助会の労働災害補償制度
への加入を証明する書面 
③ 全国中小企業共済協同組合連合会の労働災害
補償制度への加入を証明する書面 
④(社)全国労働保険事務組合連合会の労働災害補
償制度への加入を証明する書面 
⑤ 労働災害総合保険若しくは準記名式の普通傷
害保険の保険証券 

 

項番 45「法定外労働災害補償制度加

入の有無」を「1.有」とした場合のみ。 

 

 

10 ■ 防災協定を締結していることを確認する書面 

ア 国、特殊法人等又は地方公共団体と防災協定を

締結している場合は、その防災協定書 

イ 社団法人等の団体が国、特殊法人等又は地方公

項番 47「防災協定の締結の有無」を「1.

有」とした場合のみ。 
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共団体との間に防災協定を締結している場合は、

当該団体に加入していることを証する書類及び申

請者が防災活動に一定の役割を果たすことが確

認できる書類（当該団体の活動計画書や証明書

等） 

11 ■ 監査の受審状況を示す書面  

 会計監査人設置会社の場合  

 →有価証券報告書又は監査報告書 

項番50「監査の受審状況」で、 

「1. 会計監査人の設置」とした場合の

み。 

 会計参与設置会社の場合  

→会計参与報告書 

項番50「監査の受審状況」で、 

「2. 会計参与の設置」とした場合のみ。 

 経理実務の責任者が証明する場合 

→経理処理の適正を確認した旨の書類 

【原本】  

・項番50「監査の受審状況」で、 

「3. 経理処理の適正を確認した旨の書

類の提出」とした場合のみ。 

12 ■ 公認会計士等又は二級登録経理試験合格者の資

格を証する書面又は合格証 

 

項番 51「公認会計士等の数」又は項番

52「二級登録経理試験合格者の数」に

計上した職員分。 

 

13 提出部数 

正本：提出用、 副本①：行政庁控+入力用、 副本②：申請者控 

正本、副本①、副本②をそれぞれ下表に従い、1から順にとじひもで綴って提出してください。 

その際、入力用を副本①の行政庁控に一緒に綴ってください。 
【提出部数等確認表】

正本 副本① 副本②

1 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書 4 提出用
行政庁控
入力用

申請者控

2 別紙一　工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高 4 提出用
行政庁控
入力用

申請者控

3 別紙二　技術職員名簿 4 提出用
行政庁控
入力用

申請者控

4 別紙三　その他の審査項目（社会性等） 4 提出用
行政庁控
入力用

申請者控

5 工事経歴書　(※1) 2 原本 - 写

6 実務経験証明書　(※2) 2 原本 - 写

7 手数料証紙（印紙）貼付書 3 原本 写 写

8 経営状況分析結果通知書 3 原本 写 写

9 消費税及び地方消費税納税証明書（その１・納税額等証明用）(※3） 3 原本 写 写

(※1） 省略できる場合を除く。

(※2) 技術職員名簿の有資格区分コードに実務経験によるものを記載した場合のみ。

(※3) 免税業者を除く。

ただし、前回申請において技術職員名簿に記載されており既に確認済の者、又は建設業許可
の申請・届出で既に確認済みの者については不要。

書類名
提出
部数

内　訳

 
 

※提示書類は１部、提示してください。 
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14 虚偽申請の防止について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 申請に係るＱ＆Ａ 
 申請に係るＱ＆Ａは県のホームページでご案内しております。 

 http://www.pref.niigata.lg.jp/dobokukanri/1196266596115.html 

 

16 国土交通大臣の許可を受けている方の申請手続について 

(1) 提出書類等 

国土交通省北陸地方整備局のＨＰでご確認ください。 

http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu_joho/keiei.html 

(2) 提出部数 

・提出書類はとじひもでつづって提出してください。 

 正本１部（提出用）、副本３部(入力用、行政庁控、申請者控) 

・確認書類は審査しやすいようにまとめて提出してください。 

(3) 提出先 

県土木部監理課建設業室 

経営事項審査の結果は、公共工事の発注において利用されており、経営事項審査の虚偽

申請は、公共工事の入札契約の公正性を大きく損なう行為です。 
ゆえに、次に該当する行為をした場合には、監督処分(指示・営業停止)や罰則(懲役又は
罰金)に処せられることがあります。 
①申請書類に虚偽の記載をして提出したとき。 
②審査に必要な報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出したとき。 
③虚偽の申請により得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がそ

の結果を資格審査に用いたとき。 
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17 提 出書類記載上の留意事項  

 

(1) 共通して留意する事項  

①12 ページ以降の記載要領及び記載例をよく読んで記入してください。 

②□□□□で表示 された枠 (以 下 ｢カラム｣という。 )に記 入する場合は、１カラムに１文

字ずつ丁寧に、かつ、カラムからはみださないように記入 してください。。 

③訂正印を押すときは、訂正する文字以外の文字にかからないようお願いします。 

また、訂正する場合は、あわせて副本 も訂正してください。 

 
(2) 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(様式第 25 号の 11 別紙１) 

①  経営事項審査の申請 をする日の属する事業年度の開始の日 (以下 「当 期事業
年度開始日 」という。 )の直前 ２年の年間平均完成工事高又は直前 ３年の年間平
均完成工事高を選択できます。ただし、審査対象建設業ごとに選択することはでき

ません。  
 
②次のいずれかに該 当する場合は、当期 事業年度 開始日の直 前 ２年 (又は直前 ３
年 )の各事業年度における完成工事高の合計額 を年間平均完成工事高の算定
基礎 とすることができます。  
ア  当期事業年 度開始 日からさかのぼって２年 以内 （又 は３年以内 ）に商業 登記
法 （昭和 3 8 年法律第 1 2 5 号 ）の規定に基づく組織変更の登記を行った者  
イ  当期事業年度開始日にさかのぼって２年 以内 （又は３年以内 ）に配偶者又は２
親等以内の建設業者 （個人に限る。②において「被承継人 」という。）から建設業

の主たる部分 を承継 した者 （以 下 「承継人 」という。）であって、次 のいずれにも該

当する者  
ⅰ )被承継人が建設業を廃業すること  
ⅱ )被 承継人の事業年 度 と承継人の事 業 年度が連続 すること（やむを得 ない場
合を除 く。）  

ⅲ )承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること  
ウ  当期事業年度開始日からさかのぼって２年以内 （又は３年以内 ）に被承継人か
ら営業の主たる部分 を承継した者 (法人に限 る。以下 、｢承 継法人 ｣という。 )であ
って、次のいずれにも該当する者  
ⅰ )被承継人が建設業を廃業すること  
ⅱ )被承継人が 5 0 %以上を出資して設立した法人であること  
ⅲ )被承継人の事業年度 と承継法人の事業年度が連続すること  
ⅳ )承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること  

 
 
③  決算期を変更した場合  
 決 算 期 を変更 したため、当期事業年度開始日の直前 ２年 （又 は直前 ３年 ）の間

に開始する各事業年度に含まれる月数の合計が 2 4 か月 （又は 36 か月 ）に満たな
い場合は、次 の例により算 定 した完成工 事 高 を基準 として年間平 均完成工事高

を算定します。  
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○ 決算期を９月30日から１月31日に変更した例 (２年平均を選択した場合) 
 期間 完成工事高 (内元請完成工事高)  

審査対象事業年度 H19.10.1～H20.1.31 100,000千円 (50,000千円) A 
その前期 H18.10.1～H19.9.30 240,000千円 (120,000千円) B 
その前々期 H17.10.1～H18.9.30 360,000千円 (270,000千円) C 

  

H18.9.30

C(12ヶ月)
360,000千円
(元請270,000千円)

B(12ヶ月)
240,000千円
(元請120,000千円)

A(4ヶ月)
100,000千円

(元請50,000千円）

審査基準日
H19.1.31H18.1.31

決算日
H17.9.30

(4ヶ月)(8ヶ月)（4ヶ月）(8ヶ月)
H20.1.31

決算日
H19.9.30

決算日

①(12ヶ月)
審査対象事業年度

②(12ヶ月)
前審査対象事業年度  

 
(算式 )  

 
 
 
 
 

(記載例 )  

 
 
④ 完成工事高の積み上げ  
ア  審査対象建設業が一式工事業である場合 、許可 を受 けている建設業のうち一
式工事業以外の建設業 (審査対象建設業 として申出 をしている建設業 を除 く。 )
に係る建設工事の年間平均完成工事高を、その内容に応じて当該一式工事業

のいずれかの年間平均完成工事高に含めることができます。  

Aの完成 Ｂの完成 Ｂの完成 Aの月数 Cの完成
工事高 工事高 工事高 12ヶ月 工事高

＝直前２年の完成工事高

＋ ×

　　　　　 ① 　　　　②

12ヶ月－Aの月数
12ヶ月

＋ × ＋ ×
12ヶ月－Aの月数

12ヶ月

1.2年平均
2.3年平均

（ （ （ （

完成工事高 元請完成工事高

193 5 7 9 13 1510 11 17

,
2 6 0

35 36

2

（千円）

6 10 40 45

月

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

    年    月～    年    月

8

完 成 工 事 高

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0 1 2 0
,

0

15 163

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

5

3

26 3020 25

9年 0 2 月 19 年 1至 1 自 至0 2 月0 年 （ ）月0 1年 10

,

完 成 工 事 高

(120,000×4/12)＋
(270,000×8/12)＝220,000

0 0
,

（千円）

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

工事の種類

土木一式工事

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

完 成 工 事 高 計 算 表

(240,000×4/12)＋
(360,000×8/12)=320,000

元請完成工事高

0 0 0 1 30 0

（千円）（千円）
業 種
コード

0 0
,

2
,

18年10月～19年９月
17年10月～18年９月

元請完成工事高

３ ２

項 番

３ １ 1自

,
2 0

, , ,
000

,

計算基準の区分審査対象事業年度
審査対象事業年度の前審査対象事
業年度又は前々審査対象事業年度

100,000＋
(240,000×8/12)=260,000

50,000＋
(120,000×8/12)=130,000

審査対象事業年度の始期は審査基準日
の12ヶ月前の年月を記入

前審査対象事業年度の完成工事
高算定に用いた決算期を記入

①の算式②の算式
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イ 審査対象建設業が一式工事業以外の建設業である場合 、許可 を受けた建設

業のうち一式工事業以外の建設業 (審査対象建設業 として申出 をしている建設
業 を除 く。 )に係 る建設工事の年間平均完成工事高 を、その建設工事の性質に
応じて当該一式工事業以外の建設業に係 る建設工事の年間平均完成工事高

に含めることができます。  
ｳ  ア又 はイに係 る申 し出 をする場合は、その申出の額 をそのまま『工 事 種類別完

成 工事 高付 表 』に記載 し、工 事 種類 別完成 工事 高 ・工 事 種類 別元請 完成 工

事高に添付してください。  
 
 
(3) 技術職員名簿 (様式第 25 号の 11 別紙２ ) 

①項番 6 1  頁数  
『技術職員名簿 』の枚数を通 し番号で記入してください。  

 
②  『技術職員名簿 』の表  
ア 生年月日の元号は、明治 (M)大正 (T )昭和 (S )平成 ( H)のアルファベット記号で
記入してください。  
イ 技術職員 １人につき２業種まで申請可能です。業種の選択は次によります。  
■ 1 資格から２業種選択  
■ 2 資格から１業種ずつ選択  
※申請業種以外の業種を記入しても加点カウントされません。  
※技術職員 １人 に対 して、１業 種 について複数資格 を記入 しても、最 も上位の１

資格分しか加点カウントされません。  
 
(4) その他の審査項目 (社会性等 )(様式第 25 号の 11 別紙３ ) 

①項番 4 1  雇用保険加入の有無  
 被 保険者 となる従業員のすべてについて資格取得に関する届出が行われている

場合は、｢1 ｣を記 入 し、行 われていない場合は｢２｣を記 入 、被保険者 となる従業員
が１人 も雇用されていない場合等 、適用除外の場合は｢３｣を記入 します。  

 
②項番 4 2  健康保険及び厚生年金保険加入の有無  
 被 保険者 となる従業員のすべてについて資格取得に関する届出が行われている

場合は、｢1 ｣を記 入 し、行われていない場合は｢２｣を記入 、常時使用する従業員が
４人以下でかつ個人事業所である場合等、適用除外の場合は｢３｣を記入 します。  

 
③項番 4 5  法定外労働災害補償制度加入の有無  
 加 入 の場合 とは、次 のア～ウまでのすべてに該当するものを締結 している場合で

す。  
ア 業務災害 と通勤災害 (出勤及び退勤中の災害 )のいずれも対象 とすること。  
イ 直 接 の使用関係にある職員及び下請 負人 (数 次の請負による場合にあって
は下請負人のすべて )の直接の使用関係にある職員のすべてを対象 とすること。  
ウ 少 なくとも死 亡 及び労働 災害 補償 保険の傷害 等級 第 １級 から第 ７級 までに

係 る身体障 害のすべてを対象 とすること。ただし、業 務起因 性の疾病について

は対象 としなくても差 し支えない。  
※工事単位で加入する制度や記名式の制度は対象 となりません。  
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④項番 4 6  営業年数  
ア 営 業年数は、建設業法による建設業の許可又は登録 を受 けた時から起算し、

審査基準日までの期間を記入してください。(年未満の端数は切 り捨てます。) 

イ  営 業休止 (建設業の許可又は登録 を受けずに営業 を行 っていた場合 を含む。)

の沿革を有する場合は、当該休止期間を営業年数から控除します。 

ウ 商業登記法の規定に基づく組織変更の登記を行った沿革 、次の a 若 しくはｂに

該当する場合又は建設業 を譲 り受 けた沿革 を有する場合であって、当該変更又

は譲 り受けの前に既に建設業の許可又は登録を有していたことがある場合は、当

該許可又は登録を受けた時を営業年数の起算点 とします。 

ａ  当期事業年度開始日からさかのぼって２年 以内 （又 は３年以内 ）に配偶者又
は２親等以内の建設業者 （個人に限る。a において「被承継人 」という。）から建
設業の主たる部分 を承継 した者 （以 下 「承継人 」という。）であって、次のいずれ

にも該当する者  
ⅰ )被承継人が建設業を廃業すること  
ⅱ )被承継人の事業年度 と承継人の事業年度が連続すること（やむを得ない場
合を除 く。）  

ⅲ )承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること  
ｂ  当 期 事業年度開始日からさかのぼって２年 以内 （又は３年以内 ）に被承継人

から営業の主たる部分を承継した者 (法人に限る。以下 、｢承継法人 ｣という。 )で
あって、次のいずれにも該当するもの  
ⅰ )被承継人が建設業を廃業すること  
ⅱ )被承継人が 5 0 %以上を出資して設立した法人であること  
ⅲ )被承継人の事業年度 と承継法人の事業年度が連続すること  
ⅳ )承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること  

(参考 )  登録制度  昭和 2 4 年 ８月 2 0 日  ～ 昭和 4 6 年 ３月 3 1 日  
許可制度  昭和 4 6 年４月 １日  ～  
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(用紙Ａ４) 

(様式例) 
 

工事種類別完成工事高付表 
 

申請者                  
 

審査対象建設業 完成工事高 
  

(注)申請者のうち次の申出をしようとする者については、その申出の額をそのまま審
査対象建設業ごとに記入すること。 

(1)一式工事業に係る建設工事の完成工事高を一式工事業以外の建設業に係る建設
工事の完成工事高に加えて申し出しようとする者。 

(2)一式工事業以外の建設業に係る完成工事高についても(1)と同様の方法により計
算して申し出ようとする者。 



 12

 
 

 
 
 
 

18 記 載 例 及 び 記 載 要 領 
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様式第二十五号の十一（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

〒950-8570
新潟市中央区新光町４－１

申請者

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

1.法人
2.個人

1.一般
2.特定

25

1 （ ）

10

０

総 合 評 定 値 請 求 書
経営規模等評価再審査申立書

20

ガしゆ

20

タ 鋼 筋

（ ）

30

15 203 5

99
経 営規模 等評価等
対 象 建 設 業

１ ６ 9 9

3 5 10 15

具塗 防 内 機ほ 板管 水 消 清絶 通 園 井と 石 屋 電土 大建 左
3 5 10 15 25 30

2 22

5 1 1

許 可を受 けている
建 設 業

１ ５ 2 1

9 5 0 － － 58 5 電 話 番 号7 0 0 2 5郵 便 番 号 １ ４ － 2 8 5

23 25 30 35 40

4 － 1

10 15 20

主たる営業所の所在地 １ ３ 新 光 町

3

5

3 5

5

3

1 0１ ２ 1

商 号 又 は 名 称

代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

申 請 年 月 日

申 請 時 の
許 可 番 号

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

審 査 基 準 日

太 郎

3 5 10

１ １ 県 庁

ウウ タ ロケ ン チ ョ１ ０

3 5 10 15 20

23 25 30 35 40

3

建 設株 ） 新 潟

5 10

０ ９ （

15 20

23 25 30 35 40

3 5 10 15 20

ニ イ ガ タ０ ８
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

資 本 金 額
又 は 出 資 総 額

5

3

０ ６ 0処 理 の 区 分

７

0

2 1 年平成

1

3

０ ５

０ ４

申 請 等 の 区 分

1 日

3 5

0 1 月 3

号 平成 日年 月－ ）第
国土交通大臣

許可（
般

知事 特
大臣

コード
知事

10

5
国土交通大臣
新潟県知事

許可 0－ ）第

5 11 15

3 5 10 11 15

月 15

20

年 月 日 年 月 日 －

9

5 日9 年 0 7号 平成 19 8 7 6

15

（
般
特

項 番

新潟県知事

地方整備局長
北海道開発局長

殿

請求年月日

㈱新潟建設　代表取締役　県庁太郎　　　　　　　印

２ ０ ０ ０ １

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書

（用紙Ａ４）

平成　21年　　6月　　2日　　　　　　　　

3

平成 平成

3 5 10

大臣
知事

０ １

コード 1０ ２

０ ３

法人又は個人の別

ケ ン セ

2
,

0

5 10

3

5
,
0 0

,
（千円）

13

ツ

１ ５

不要な箇所は、取消線を引く

２以上の建設業の許可を受けている場合で
許可を受けた年月日が複数あるときは、そ
のうちの最も古いものを記入する

代理人等が申請書又は添付書類を作成した場合には、申請者に
加えてその者の氏名を併記、押印する。その際、申請者の押印は
不要
(作成に係る委任状の写しを添付すること)

法人成、許可換などにより、前回申請時の許
可番号と異なる場合のみ記入する(単に更新
した場合等、許可番号に変更がない場合は
記入しないこと）

コード表に従い、該当コードを
記入する 法人の単独決算の資本金額（出資総額）を記入　（個人の場合記入しない）

　※経営状況分析の「資本金」と一致する（単独決算で受審した場合）

法人の種類を表す略号の
フリガナ不要

濁音、半濁音は１文字とし
て記入する

商号に「・」が含まれている場合、フリガナの「・」は記入しない
(例)　「　ア・イ・ウ建設㈱　」　→「　アイウケンセツ　」

姓と名の間は１文字空ける

申請時に許可を受けている全て
の業種について記入

審査を受ける
業種に「９」を
記入

項番12（市区町村）に続く住所
を記入 「丁目」「番」「号」には「ー」（ハイフン）を用いる

姓と名の間は１文字空ける

市町村合併等により前回申請とコードが異なることがあるので注意
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審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

○×△□センター

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記載すること。

連絡先

所属等 営業部 土木　花子 025-285-5511

ファックス番号　025-285-3572

= 営業利益+減価償却実施額
利益額（利払前税引前償却前利益）

（人）

5

自 己 資 本 額 １ ７ 7 (千円)1

13

基 準 決 算 8

5 7 8
直 前 の

審査基準日
3 4 6

0 ×

3

0 0 0

第　　　　　　　　号

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項

登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

２ ０

１ ８

,

,

5

(千円)

項 番

’ ’

’ ’

3

,
3 2

減 価 償 却
実 施 額

’

’’ ’ ’

0

0 (千円)(千円) 営 業 利 益 0

3 2 9

’

’

3 3
,

審 査 対 象 事 業 年 度

)（千円） 2 (

4 0

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

平成　　　年　　　月　　　日

×

10

38

(千円)0 0

’

4

0091

3 4

1 2

’ ’

0 0 0 0

0 0

’ ’

5 0(千円)
減 価 償 却
実 施 額

’

3 5

’

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

技 術 職 員 数 ９

利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１ 7

0
,
1 9

営 業 利 益

（千円）

3 5 10

,
5

,

氏名 電話番号

技術職員名簿（別紙２）に記載された技術職
員の人数と一致させる

千円未満切捨
２期平均の場合、記入する

損益計算書の「営業利益」の額を記入
　（法人）規則別記様式16
　（個人）規則別記様式18

（法人）
　法人税申告書別表16(1)(旧定額法又は定額法による減価償却資産
の償却額の計算に関する明細書）及び(2)(旧定率法又は定率法による
減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)等に記載の減価償却
の実施額を記入
（個人）
　青色申告書一式の写し又は収支内訳書等に減価償却として計上した
金額を記入

決算期変更等の特殊事業がない限り、経営状況分析結果通知書に参考値として記載されている「営
業利益」「減価償却実施額」と一致する
（連結財務諸表を用いている場合等、分析結果に参考値が記載されないケースもある）

千円未満切捨

経営状況分析結果通知書に記載されている登録経営状況分析機関の登録番号を記入する
経営状況分析を受けた登録機関名を記入する

再審査申立の場合のみ記入する

決算期変更等により24ヶ月に満たない場合
は、完成工事高と同様に年間換算する
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記載要領

１ 「経 営 規 模 等 評 価 申 請 書
経営規模等評価再審査申立書
総 合 評 定 値 請 求 書 、」

「建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。 、」

「 地方整備局長 「国土交通大臣 「般北海道開発局長 、 及び については、不要のものを消すこと。知事」 特」知事」

２ 「申請者」の欄は、この申請書により経営規模等評価の申請、経営規模等評価の再審査の申立又は総合評定値の

請求をしようとする建設業者 以下 申請者 という の他に申請書又は第19条の４第１項各号に掲げる添付書類（ 「 」 。）

を作成した者 財務書類を調製した者等を含む 以下同じ がある場合には 申請者に加え その者の氏名も併記（ 。 。） 、 、

し、押印すること。この場合には、作成に係る委任状の写しその他の作成等に係る権限を有することを証する書面

を添付すること。

３ 太線の枠内には記入しないこと。

（ 「 」 。） 、 、 、４ で表示された枠 以下 カラム という に記入する場合は １カラムに１文字ずつ丁寧に かつ

。 、 、 、カラムからはみ出さないように記入すること 数字を記入する場合は 例えば １ ２のように右詰めで また

文字を記入する場合は、例えば甲 建 設 工 業 のように左詰めで記入すること。

「大臣５ ０ ２ 申請時の許可番号 の欄の コードのカラムには 申請時に許可を受けている行政庁について別表「 」 、知事」

（１）の分類に従い、該当するコードを記入すること。

許可番号 及び 許可年月日 は 例えば０ ０ １ ２ ３ ４又は０ １月０ １日のように カラムに数字を記「 」 「 」 、 、

入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

なお、現在２以上の建設業の許可を受けている場合で許可を受けた年月日が複数あるときは、そのうち最も古い

ものについて記入すること。

６ ０ ３ 前回の申請時の許可番号 の欄は 前回の申請時の許可番号と申請時の許可番号が異なつている場合につ「 」 、

いてのみ記入すること。

７ ０ ４ 審査基準日 の欄は 審査の申請をしようとする日の直前の事業年度の終了の日 別表 ２ の分類のい「 」 、 （ （ ）

、 ） 、ずれかに該当する場合で直前の事業年度の終了の日以外の日を審査基準日として定めるときは その日 を記入し

例えば審査基準日が平成15年３月31日であれば １ ５年０ ３月３ １日のように カラムに数字を記入するに当た、 、

つて空位のカラムに「０」を記入すること。

８ ０ ５「申請等の区分」の欄は、次の表の分類に従い、該当するコードを記入すること。

コード 申 請 等 の 種 類

１ 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求

２ 経営規模等評価の申請

３ 総合評定値の請求

４ 経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求

５ 経営規模等評価の再審査の申立

９ ０ ６「処理の区分」の欄の左欄は、次の表の分類に従い、該当するコードを記入すること。

コード 処 理 の 種 類

00 12か月ごとに決算を完結した場合

（例）平成15年４月１日から平成16年３月31日までの事業年度について申請する場合

01 ６か月ごとに決算を完結した場合

（例）平成15年10月１日から平成16年３月31日までの事業年度について申請する場合

02 商業登記法（昭和38年法律第125号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他12か月に満

たない期間で終了した事業年度について申請する場合

（例１）合名会社から株式会社への組織変更に伴い平成15年10月１日に当該組織変更の登記を行つた場

合で平成16年３月31日に終了した事業年度について申請するとき

（例２）申請に係る事業年度の直前の事業年度が平成15年３月31日に終了した場合で事業年度の変更に

より平成15年12月31日に終了した事業年度について申請するとき

03 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合

（例）平成15年10月１日に会社を新たに設立した場合で平成16年３月31日に終了した最初の事業年度に

ついて申請するとき

04 事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合

（ ） （ ）例 平成15年10月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日 平成16年３月31日

より前の日（平成15年11月１日）に申請するとき

また 処理の区分 の右欄は 別表 ２ の分類のいずれかに該当する場合は 同表の分類に従い 該当するコ、「 」 、 （ ） 、 、

ードを記入すること。

10 ０ ７ 資本金額又は出資総額 の欄は 申請者が法人の場合にのみ記入し 株式会社にあつては資本金額を そ「 」 、 、 、

れ以外の法人にあつては出資総額を記入し、申請者が個人の場合には記入しないこと。

「 」 、 、 、 、11 ０ ８ 商号又は名称のフリガナ の欄は カタカナで記入し その際 濁音又は半濁音を表す文字については
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例えばギ又は パのように１文字として扱うこと なお 株式会社等法人の種類を表す文字についてはフリガナは記。 、

入しないこと。

12 ０ ９「商号又は名称」の欄は、法人の種類を表す文字については次の表の略号を用いて、記入すること。

（例 （ 株 ） 甲 建 設 種 類 略 号

乙 建 設 （ 有 ） ） 株式会社 （株）

特例有限会社 （有）

合名会社 （名）

合資会社 （資）

合同会社 （合）

協同組合 （同）

協業組合 （業）

企業組合 （企）

13 １ ０ 代表者又は個人の氏名のフリガナ の欄は カタカナで姓と名の間に１カラム空けて記入し その際 濁「 」 、 、 、

音又は半濁音を表す文字については、例えばギ又はパのように１文字として扱うこと。

14 １ １ 代表者又は個人の氏名 の欄は 申請者が法人の場合はその代表者の氏名を 個人の場合はその者の氏名「 」 、 、

を、それぞれ姓と名の間に１カラム空けて記入すること。

15 １ ２ 「主たる営業所の所在地市区町村コード」の欄は、都道府県の窓口備付けのコードブック（総務省編「全

国地方公共団体コード ）により、主たる営業所の所在する市区町村の該当するコードを記入すること。」

16 １ ３ 「主たる営業所の所在地」の欄には、15により記入した市区町村コードによつて表される市区町村に続く

町名 街区符号及び住居番号等を 丁目 番 及び 号 については－ ハイフン を用いて 例えば霞 が 関、 、「 」、「 」 「 」 （ ） 、

２ － １ － １ ３ のように記入すること。

17 １ ４ 電話番号 の欄は 市外局番 局番及び番号をそれぞれ－ ハイフン で区切り 例えば０ ３ － ５ ２「 」 、 、 （ ） 、

５ ３ － ８ １ １ １ のように記入すること。

18 １ ５「許可を受けている建設業」の欄は、申請時に許可を受けている建設業が一般建設業の場合は「１」を、

特定建設業の場合は「２」を次の表の（ ）内に示された略号のカラムに記入すること。

土木工事業（土） 鋼構造物工事業（鋼） 熱絶縁工事業（絶）

建築工事業（建） 鉄筋工事業（筋） 電気通信工事業（通）

大工工事業（大） ほ装工事業（ほ） 造園工事業（園）

左官工事業（左） しゆんせつ工事業（しゆ） さく井工事業（井）

とび・土工工事業（と） 板金工事業（板） 建具工事業（具）

石工事業（石） ガラス工事業（ガ） 水道施設工事業（水）

屋根工事業（屋） 塗装工事業（塗） 消防施設工事業（消）

電気工事業（電） 防水工事業（防） 清掃施設工事業（清）

管工事業（管） 内装仕上工事業（内）

（タ） 機械器具設置工事業（機）タイル れんが ブロック工事業・ ・

19 １ ６ 経営規模等評価等対象建設業 の欄は 経営規模等評価等を申請する建設業 総合評定値の請求のみを行「 」 、 （

う場合にあつては、経営規模等評価の結果の通知を受けた建設業）について18の表の( )内に示された略号のカラ

ムに「９」と記入すること。

20 １ ７「自己資本額」の欄は、審査基準日の決算（以下「基準決算」という ）における自己資本の額又は基準決。

算及び前回の申請時における審査基準日 以下 直前の審査基準日 という の決算における自己資本の額の平均（ 「 」 。）

の額（以下「平均自己資本額」という ）を記入し 「審査対象」のカラムに「１」又は「２」を記入すること。ま。 、

た、平均自己資本額を記入した場合は、表内のカラムに基準決算における自己資本の額及び直前の審査基準日の決

算における自己資本の額をそれぞれ記入すること。

記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。

ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円未満の端数を切り捨

てて表示することができる ただし 自己資本額 の欄に平均自己資本額を記入するときは 平均自己資本額を計。 、「 」 、

算する際に生じる百万円未満の端数については切り捨てずにそのまま記入すること。カラムに数字を記入するに当

たつては、単位は千円とし、例えば , １,２ ３ ４,０ ０ ０ のように百万円未満の単位に該当するカラム

に「０」を記入すること。

21 １ ８ 利益額 ２期平均 の欄は 審査対象事業年度における利益額及び審査対象事業年度の前審査対象事業「 （ ）」 、

年度の利益額の平均の額を記入すること。また、表内のカラムに審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査

対象事業年度における営業利益の額及び減価償却実施額をそれぞれ記入すること。

記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。

ただし、会社法第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円未満の端数を切り捨てて表示することができ

る。ただし 「利益額（２期平均 」を計算する際に生じる百万円未満の端数については切り捨てずにそのまま記入、 ）

すること。

22 １ ９ 「技術職員数」の欄は、別紙二で記入した技術職員の人数の合計を記入すること。

「 」 、 、23 ２ ０ 登録経営状況分析機関番号 の欄は 経営状況分析を受けた登録経営状況分析機関の登録番号を記入し

例えば０ ０ ０ ０ ０ １のように、カラムに数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。
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24 「連絡先」の欄は、この申請書又は添付書類を作成した者その他この申請の内容に係る質問等に応答できる者の

氏名、電話番号等を記載すること。

別表（１）

00 国 土 交 通 大 臣 12 千 葉 県 知 事 24 三 重 県 知 事 36 徳 島 県 知 事

01 北 海 道 知 事 13 東 京 都 知 事 25 滋 賀 県 知 事 37 香 川 県 知 事

02 青 森 県 知 事 14 神 奈 川 県 知 事 26 京 都 府 知 事 38 愛 媛 県 知 事

03 岩 手 県 知 事 15 新 潟 県 知 事 27 大 阪 府 知 事 39 高 知 県 知 事

04 宮 城 県 知 事 16 富 山 県 知 事 28 兵 庫 県 知 事 40 福 岡 県 知 事

05 秋 田 県 知 事 17 石 川 県 知 事 29 奈 良 県 知 事 41 佐 賀 県 知 事

06 山 形 県 知 事 18 福 井 県 知 事 30 和 歌 山 県 知 事 42 長 崎 県 知 事

07 福 島 県 知 事 19 山 梨 県 知 事 31 鳥 取 県 知 事 43 熊 本 県 知 事

08 茨 城 県 知 事 20 長 野 県 知 事 32 島 根 県 知 事 44 大 分 県 知 事

09 栃 木 県 知 事 21 岐 阜 県 知 事 33 岡 山 県 知 事 45 宮 崎 県 知 事

10 群 馬 県 知 事 22 静 岡 県 知 事 34 広 島 県 知 事 46 鹿 児 島 県 知 事

11 埼 玉 県 知 事 23 愛 知 県 知 事 35 山 口 県 知 事 47 沖 縄 県 知 事

別表（２）

コード 処 理 の 種 類

10 申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請す

るとき

11 申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請するとき

12 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了の日を審査基準日

として申請するとき

13 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲渡

により新たな経営実態が備わつたと認められる日を審査基準日として申請するとき

14 申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続開始の申立てが

行われた場合で会社更生手続開始決定日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更生計

画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、民事再生手続開始決定日、民事再生手続開始決

定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調停手続開始申立日

から調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として申請するとき

15 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認定

を受けて申請する場合

16 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能分

担が相当程度なされているものとして認定を受けて申請する場合

17 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する親

会社と当該子会社からなる企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合

18 申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請する

とき

19 申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請するとき

20 申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合

21 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者（連結子会社）として

認定を受けて申請する場合
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（ （ （ （

0
,

2

8

36

35

0 0

35

建築一式工事

3 105

30

1

4

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

193 5 7 9 13 1510

36

11

,

,
0

25

0

0

17

,

,

2 5 0

35 36

2

36,005
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

28,000

1

4030 35 45366

0２ 0 5 0 1

25 2615 16 20

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

35,004
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

27,000

0
, , ,

2 0 0
,

1
,

0 0
,, ,

5 0 43 5
,

0３ ２ 0 2

40 45

40 45

,

コンクリート工事

0

6 10 40 45

6 10 15

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

月

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

 18年  2月～ 19年  1月

16

8

完 成 工 事 高

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

350,000

0 1 3 0
,

0

3 5 20

15 163

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

5

3

26 3020 25

0年 0 2 月 20 年 1

（用紙Ａ４）

至 2 自 至0 2 月0 年

２０２ ０ ０

（ ）月1 2年

, ,,

10

0

,

完 成 工 事 高

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

26

0

190,000

230,000

0 0
,

, , , , ,,
２ 0 1 1

（千円）

0

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　②.　無　）

工事の種類

土木一式工事

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

25 26 30

完 成 工 事 高 計 算 表

310,000

３

元請完成工事高

0 0 0 1 5

（千円）

0 0
,

（千円）（千円）
業 種
コード

0 0
,

2
,

 19年  2月～ 20年  1月

元請完成工事高

３ ２
,

項 番

３ １ 1自

0
, , ,

000

3 5 6 10 15 16 20

,

,
2 7 5

0
, ,

1 2 0
, , , , , , , , ,

5 0 0

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

0 0３

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

2,000
コンクリート工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

3,000

,

5

その他

33

３ ３

231310 15

,, ,, , , ,,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

その他   工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

３ ４ 合　計
, , ,, ,, , , , , , ,

, ,

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

0

,
1

23 25 30 35 40335 10 15 2013

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

プレストレスト

とび・土工

4020 25 30 35

計算基準の区分審査対象事業年度

３年平均の場合、記入する

左欄「完成工事高」のうち、元請完成工事高について記入する

１枚目のみ記入する
（用紙が２枚以上に渡る場合、２枚目以
降は記入しない）

業種コードの記入
忘れに注意！

●税抜きで記入すること（ただし、免税業者は税込みとすること）
●「土木一式工事」、「とび・土工・コンクリート工事」、「鋼構造物工事」を申請する場合、内訳
工事についても必ず記入する
●申請業種及び内訳工事の完成工事高は「０円」であっても必ず記入する
●『　内訳工事を除く項番［32］完工高+項番[33］完工高＝項番【34】合計　』となっていることを
確認すること

「その他工事」・「合計」は最後のページにのみ記入する

用紙に記載されている完成工事高について、契約後VEに係る評価の特例の有無を記入

［２年平均］前期の完成工事高を記入
［３年平均］前期と前々期の完成工事高平均額を記入（千円未満切捨）

３年平均の場合、
記入する
（千円未満切捨）

次の３業種については、対応する内訳工事を必ず記入する

　　　申請業種　　　　　　　　　　　             　内訳工事
　「土木一式工事」　　　　　　　　　→ 　「プレストレストコンクリート工事」
　「とび・土工・コンクリート工事」 →　　「法面処理工事」
　「鋼構造物工事」　                → 　 「鋼橋上部工事」

「０円」でも記入する

土木一式工事の内
訳工事

申請業種及び申請
業種に対応する内
訳工事全てについ
て記入する。（完成
工事高が０円で
あっても記入を要
する）

コードの記入誤りに注意
　２年平均　→　「１」
　３年平均　→　「２」
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（ （ （ （

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

35 36

35

３

30

9

工事

3 105

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

193 5 7 9 13 1510

36

11

,

,

25

5,000

0

17

,

,

1

35 36

（千円）

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

4030 35 4536

２

25 2615 16 206

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

, , , ,,,, ,,,
３ ２

40 45

40 45

,
4 0

ほ装工事

0 0

6 10 40 45

6 10 15

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

12,000
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

7,000

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

10,000
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

月

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

    年    月～    年    月

16

完 成 工 事 高

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

2,000

0 5 1
,

0

3 5 20

15 163

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

1

5 26 3020 25

年 月 年

（用紙Ａ４）

至 自 至月年

２０２ ０ ０

（ ）月年

, ,,
0 0 0

,

完 成 工 事 高

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,
6 0

26

0

0

2,000

0 0
,

, , , ,
1 0 0

,,
２ 1 3 0

（千円）

1 0

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　②.　無　）

工事の種類

法面処理工事

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

25 26 30

完 成 工 事 高 計 算 表

0

３

元請完成工事高

8 0 01 0

（千円）（千円）
業 種
コード

0 0
, ,

    年    月～    年    月

元請完成工事高

３ ２
,

項 番

３ １ 自

,
0

, , ,
021

,

3 5 6 10 15 16 20

,

,

, ,, , , , , , , , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

33

３ ３

231310 15

5 0
,

0 0
,

0
,, , , ,

7 5 0 1

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

,
7

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

1,500
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

1,500

その他   工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

33

３ ４

2313

3 7 8 7 5 4 2 4 5 2 5 0 0 0
,

2 8 0
, , , , , , , ,

1

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

, ,
6 7合　計

5

計算基準の区分審査対象事業年度

02
,

5 8

25 30 35

その他
, , ,

0

40

5 10 15 20 25 30 35 40

20

２枚目以降は記入しない

●項番[34]合計
 ・損益計算書の完成工事高と一致させること
 ・項番[32]及び[33]に記入した完成工事高の合計と一致させること
 ・端数処理により一致しない場合、項番［32］［33］で調整して一致させる

「その他工事」には、申請業種以
外の完成工事高を記入

合計に内訳工事（プレストレストコンクリート工事、法面処理工事、鋼橋上部工事）は含めないこと　　※二重計上になるため

とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ
工事の内訳工事
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記載要領

（ 「 」 。） 、 、 、１ で表示された枠 以下 カラム という に記入する場合は １カラムに１文字ずつ丁寧に かつ

カラムからはみ出さないように数字を記入すること。例えば １ ２のように右詰めで記入すること。

２ ３ １「審査対象事業年度」の欄は、次の例により記入すること。

(1)12か月ごとに決算を完結した場合

（例）平成15年４月１日から平成16年３月31日までの事業年度について申請する場合

自平成15年04月 ～ 至平成16年03月

(2)６か月ごとに決算を完結した場合

（例）平成15年10月１日から平成16年３月31日までの事業年度について申請する場合

自平成15年04月 ～ 至平成16年03月

(3)商業登記法（昭和38年法律第125号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他12か月に満たない

期間で終了した事業年度について申請する場合

例１ 合名会社から株式会社への組織変更に伴い平成15年10月１日に当該組織変更の登記を行つた場合で平成（ ）

16年３月31日に終了した事業年度について申請するとき

自平成15年04月 ～ 至平成16年03月

例２ 申請に係る事業年度の直前の事業年度が平成15年３月31日に終了した場合で事業年度の変更により平成（ ）

15年12月31日に終了した事業年度について申請するとき

自平成15年01月 ～ 至平成15年12月

(4)事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合

例 平成15年10月１日に会社を新たに設立した場合で平成16年３月31日に終了した最初の事業年度について申（ ）

請するとき

自平成15年10月 ～ 至平成16年03月

(5)事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合

例 平成15年10月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日 平成16年３月31日 より前（ ） （ ）

の日（平成15年11月１日）に申請するとき

自平成15年10月 ～ 至平成00年00月

３ ３ １ 審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度 の欄は 審「 」 、「

査対象事業年度」の欄に記入した期間の直前の審査対象事業年度の期間を２の例により記入すること。

ただし、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の直前２年の審査対象事業年度の完成工事高及び元請完成工事

高について申請する場合にあつては、直前２年の各審査対象事業年度の期間を２の例により記入し、下欄に直前２

年の各審査対象事業年度の期間をそれぞれ記入すること。

４ ３ ２ 「業種コード」の欄は、次のコード表により該当する工事の種類に応じ、該当するコードをカラムに記入

すること。

なお 土木一式工事 について記入した場合においてはその次の 業種コード の欄は プレストレストコンク、「 」 「 」 「

リート工事」のコード「011」を記入し 「完成工事高」の欄には「土木一式工事」の完成工事高のうち「プレスト、

レストコンクリート工事」に係るものを記入することとし、当該工事に係る実績がない場合においてはカラムに

０ を記入すること また 元請完成工事高 の欄には 土木一式工事 の元請完成工事高のうち プレストレ「 」 。 、「 」 「 」 「

」 、 「 」ストコンクリート工事 に係るものを記入することとし 当該工事に係る実績がない場合においてはカラムに ０

を記入すること 同様に とび・土工・コンクリート工事 に記入した場合においては 業種コード の欄に 法。 、「 」 「 」 「

面処理工事」のコード「051」を記入し 「鋼構造物工事」に記入した場合においては「業種コード」の欄に「鋼橋、

上部工事」のコード「111」を記入し、それぞれの工事に係る完成工事高及び元請完成工事高を記入すること。

「完成工事高」の欄は、３ １で記入した各審査対象事業年度ごとに完成工事高を記入すること。また 「元請完、

成工事高」の欄においても同様に、各審査対象事業年度ごとに元請完成工事高を記入すること。

ただし、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の直前２年の審査対象事業年度について申請する場合にあつて

は、完成工事高においては審査対象事業年度の直前２年の各審査対象事業年度の完成工事高の合計を２で除した数

値を記入し 完成工事高計算表 に直前２年の審査対象事業年度ごとに完成工事高を記載すること 同様に 元請、「 」 。 、

完成工事高においても審査対象事業年度の直前２年の各審査対象事業年度の元請完成工事高の合計を２で除した数

値を記入し 「元請完成工事高計算表」に直前２年の審査対象事業年度ごとに元請完成工事高を記載すること。、

コード 工事の種類 コード 工事の種類 コード 工事の種類

010 土 木 一 式 工 事 100 タイル・れんが・ブロック工事 200 機 械 器 具 設 置 工 事

011 プレストレストコンクリート工事 110 鋼 構 造 物 工 事 210 熱 絶 縁 工 事

020 建 築 一 式 工 事 事 111 鋼 橋 上 部 工 事 220 電 気 通 信 工 事

030 大 工 工 事 120 鉄 筋 工 事 230 造 園 工 事

040 左 官 工 事 130 ほ 装 工 事 240 さ く 井 工 事

050 とび・土工・コンクリート工事 140 し ゆ ん せ つ 工 事 250 建 具 工 事

051 法 面 処 理 工 事 150 板 金 工 事 260 水 道 施 設 工 事

060 石 工 事 160 ガ ラ ス 工 事 270 消 防 施 設 工 事

070 屋 根 工 事 170 塗 装 工 事 280 清 掃 施 設 工 事

080 電 気 工 事 180 防 水 工 事

090 管 工 事 190 内 装 仕 上 工 事
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５ ３ ３ その他工事 の欄は 審査対象建設業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高及び元請完成工事高をそ「 」 、

れぞれ記入すること。

６ ３ ４ 合計 の欄は 完成工事高においては ３ ２及び３ ３に記入した完成工事高の合計を記入すること 同「 」 、 、 。

様に、元請完成工事高においては、元請完成工事高の合計を記入すること。

。 、「 」７ この表は審査対象建設業に係る４のコード表中の工事の種類４つごとに作成すること この場合 その他工事

及び 合計 は最後の用紙のみに記入すること また 用紙ごとに 契約後ＶＥ(施工段階で施工方法等の技術提案「 」 。 、 、

を受け付ける方式をいう 以下同じ )に係る工事の完成工事高について 契約後ＶＥによる縮減変更前の契約額で。 。 、

評価をする特例の利用の有無について記入すること。

８ 記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。

ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円未満の端数を切り捨

てて表示することができる。この場合、カラムに数字を記入するに当たつては、例えば , １,２ ３ ４,０

０ ０のように、百万円未満の単位に該当するカラムに「０」を記入すること。
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別紙二

0 1 第２３４５６７８９号

業 種
コード

80 2 2 3

0 3

６ ２

６ ２

６ ２

２

６

６ ２

２６

６ ２

６

２

６

６ ２

６ ２

６ ２

２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

第３４５６７８９１号

第４５６７８９１２号

６ ２

６ ２

0 30 2 0

0

Ｓ○.○.○ ６

■■■　■■

□□　□□ ６

0

1

1

2

▲▲▲　▲ ６ ２Ｓ○.○.○

２Ｓ○.○.○

Ｓ○.○.○ 11 4

６ ２ 2 21 10 1 21

5

03

氏　　　　　名

1

3

1 1 1 1 11 1

０

頁 数

5

技　術　職　員　名　簿

0６ １

項 番

第１２３４５６７８号

Ｓ○.○.○

０ ５

２Ｓ○.○.○

２ 0

頁

２

（用紙Ａ４）

有 資 格
区 分
コ ー ド

5

業 種
コード

3

0 1

０

10

21 1 3

◎◎　◎◎

4

0６ ２ 31

11 4

3

3

1

21

2

1 1

3 8

2

８

2

２

0

××　×××

2 1

６ ２

1 1７ 1 1 3

15

16

９

10

11

12

13

14

25

17

18

19

20

21

22

23

24

有 資 格
区 分
コ ー ド

１

２ ○○　○○○ ６

●●　●●● ６Ｓ○.○.○

通番 生　年　月　日

29

30

26

27

28

３

４

５

６

監理技術者資格者証交付番号

1

2

1

2

2

講
習
受
講

講
習
受
講

１　３

１　３ １  １　３

申請する業種について、次の①から③の要件を全て満たす場合は「１」を、それ以外の場合は「２」を
記入する
① 法第15条第2号イに該当するものであること
（経営事項審査で１級国家資格者相当として評価される者）
②　監理技術者資格証の交付を受けていること
③　法第26条の4から6の規定による講習を、経審申請日が含まれる当期事業年度開始の日の直前5
年以内に受講していること

上記①であることの証明となる資格者証等の写しに加え、監理技術者資格者証、監理技術者講習修
了証の写しを提示すること。
　なお、当期事業年度開始日の直前５年以内であって、平成１６年２月２９日以前に交付された資格者
証を保有している場合及び平成１６年２月２９日以前に指定講習を受講し、１６年３月１日以降に交付
を受けた資格者証を保有している場合は、講習受講しているものとみなす。

当期事業年度直前５年

この期間内に受講していることが必要
（当期事業年度開始日がＨ２０年４月１日の場合
Ｈ１５年４月１日からＨ２０年３月３１日までの間）

技術職員１人につき２業種まで申請可能

（２業種の考え方）
　・１資格から２業種選択でもOK
　　例：土木施工管理技士→土木・とび
　　　　この場合、同じ資格区分コードを２箇所に記入
　・２資格から１業種ずつ選択でもOK
　　例：土木施工管理技士・建築施工管技士→土木・建築

※技術職員１人に対して、１業種について複数資格を記入しても、最も上位の１資格分
しか加点カウントされない。

申請業種以外は加点カウントされない

例）申請業種としなかった「しゅんせつ
工事」はカウントされないので、「ほ装
工事」に訂正した例

２資格から２業種選択した例
例）１級建設機械施工技士・１級土木施工管理技士→土木・とび

１資格から２業種選択した例
例）２級土木施工管理技士（土木）→土木・ほ装

１業種について複数資格を記入しても上位１資格しか加
点カウントされない

例）「土木」について１級土木施工管理技士と２級建設機
械施工技士を記入したが、１級土木施工管理技士しかカ
ウントされないので、「ほ装」に訂正した例

講習受講欄に
ついては、必
ず「１」又は
「２」を記入す
ること

ページ数の記
入忘れに注意
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記載要領

１ この名簿は、０ ４「審査基準日」に記入した日（以下「審査基準日」という ）において在籍する技術職員（第1。

8条の３第２項第１号又は第２号に該当する者。以下同じ ）に該当する者全員について作成すること。なお、一人の。

技術職員につき技術職員として申請できる建設業の種類の数は２までとする。

２ で表示された枠（以下「カラム」という ）に記入する場合は、１カラムに１文字ずつ丁寧に、かつ、。

カラムからはみ出さないように数字を記入すること。例えば １ ２ のように右詰めで記入すること。

３ ６ １ 頁数 の欄は 頁番号を記入すること 例えば技術職員名簿の枚数が３枚目であれば０ ０ ３ 12枚目であ「 」 、 。 、

れば０ １ ２のように、カラムに数字を記入するに当たつて空位のカラムに「０」を記入すること。

４ 「業種コード」の欄は、経営規模等評価等対象建設業のうち、技術職員の数の算出において対象とする建設業の種

類を次の表から２つ以内で選び該当するコードを記入すること。

コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類

01 土 木 工 事 業 11 鋼 構 造 物 工 事 業 21 熱 絶 縁 工 事 業

02 建 築 工 事 業 12 鉄 筋 工 事 業 22 電 気 通 信 工 事 業

03 大 工 工 事 業 13 ほ 装 工 事 業 23 造 園 工 事 業

04 左 官 工 事 業 14 し ゆ ん せ つ 工 事 業 24 さ く 井 工 事 業

05 と び ・ 土 工 工 事 業 15 板 金 工 事 業 25 建 具 工 事 業

06 石 工 事 業 16 ガ ラ ス 工 事 業 26 水 道 施 設 工 事 業

07 屋 根 工 事 業 17 塗 装 工 事 業 27 消 防 施 設 工 事 業

08 電 気 工 事 業 18 防 水 工 事 業 28 清 掃 施 設 工 事 業

09 管 工 事 業 19 内 装 仕 上 工 事 業

10 タイル れんが ブロック工事業 20 機 械 器 具 設 置 工 事 業・ ・

５ 有資格区分コード の欄は 技術職員が保有する資格のうち 業種コード の欄で記入したコードに対応する建「 」 、 、「 」

設業の種類に係るものについて別表（四）及び別表（五）の分類に従い、該当するコードを記入すること。

６ 「講習受講」の欄は、法第15条第２号イに該当する者が、法第27条の18第１項の規定により監理技術者資格者証の

交付を受けている場合であつて、法第26条の４から第26条の６までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を

受講した場合は「１」を、その他の場合は「２」を記入すること。

７ 「監理技術者資格者証交付番号」の欄は、法第27条の18第１項の規定により監理技術者資格者証の交付を受けてい

る者についてその交付番号を記載すること。



コード 資格区分

001 法第７条第２号イ該当
002 法第７条第２号ロ該当
003 法第15条第２号ハ該当（同号イと同等以上）
004 法第15条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）

111 一級建設機械施工技士
212 二級　　　〃　　　　（第１種～第６種）
113 一級土木施工管理技士
214 二級　　　〃　　　　（土木）
215 　　　　〃　　　　（鋼構造物塗装）
216 　　　　〃　　　　（薬液注入）
120 一級建築施工管理技士
221 二級　　　〃　　　　（建築）

222 　　　　〃　　　　（躯体）
223 　　　　〃　　　　（仕上げ）
127 一級電気工事施工管理技士
228 二級　　　〃
129 一級管工事施工管理技士
230 二級　　　〃
133 一級造園施工管理技士
234 二級　　　〃

137 一級建築士
238 二級　〃
239 木造　〃

141 建設・総合技術監理（建設）

142
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理（建設「鋼構造物及びコン
クリート」）

143 農業「農業土木」・総合技術監理（農業「農業土木」）
144 電気電子・総合技術監理（電気電子）
145 機械・総合技術監理（機械）

146
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理（機械「流体工学」又は
「熱工学」）

147 上下水道・総合技術監理（上下水道）

148
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理（上下水道「上水道及び
工業用水道」）

149 水産「水産土木」・総合技術監理（水産「水産土木」）
150 森林「林業」・総合技術監理（森林「林業」）
151 森林「森林土木」・総合技術監理（森林「森林土木」）
152 衛生工学・総合技術監理（衛生工学）
153 衛生工学「水質管理」・総合技術監理（衛生工学「水質管理」）
154 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理（衛生工学「廃棄物管理」）

電気工事士法 155 第一種電気工事士
256 第二種　　〃　　　　　３年

電気事業法 258 電気主任技術者（第１種～第３種）　５年

電気通信事業法 259 電気通信主任技術者　　　　５年

水　道　法 265 給水装置工事主任技術者　　　１年

168 甲種消防設備士
169 乙種　　〃

171 建築大工（１級）
271 　　〃　　（２級）　３年
172 左官（１級）
272 〃　（２級）　３年
173 とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工（１級）
273 〃　　〃　　　〃　　　　　　　〃　　　　　　（２級）　３年
166 ウェルポイント施工（１級）
266 　　　〃　　　　　　（２級）　３年
174 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（１級）
274 　　　　 〃　　　　 　　　　 〃　　　 （２級） 　　　　３年

（別表）（四）

建
　
設
　
業
　
法

建築士法

技 術 士 法

消　防　法
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175 給排水衛生設備配管（１級）
275 　　　　〃　　　　　　　（２級）　３年
176 配管・配管工（１級）
276 〃　　〃　　（２級）　３年
177 タイル張り・タイル張り工（１級）
277 　〃　　　　　　〃　　　（２級）　３年
178 築炉・築炉工（１級）・れんが積み
278 〃　　〃　　（２級）　３年
179 ブロック建築・ブロック建築工（１級）・コンクリート積みブロック施工
279 　　　〃　　　　　　〃　　　　　（２級）　３年
180 石工・石材施工・石積み（１級）
280 〃　　　〃　　　〃　　（２級）　３年

181 鉄工・製罐（１級）
281 〃　　　〃　　（２級）　３年
182 鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）
282 〃　　　〃　（２級）　３年
183 工場板金（１級）
283 　〃　　（２級）　３年
184 板金「建築板金作業」・建築板金・板金工「建築板金作業」（１級）
284 　　〃　　　　　〃　　　　〃　　（２級）　３年
185 板金・板金工・打出し板金（１級）
285 〃　　〃　　　　　〃　　　（２級）　３年
186 かわらぶき・スレート施工（１級）
286 　〃　　　　　　〃　　　（２級）　３年
187 ガラス施工（１級）
287 　　〃　　　（２級）　３年
188 塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）
288 〃　　　〃　　　　　　〃　　　（２級）　３年
189 建築塗装・建築塗装工（１級）
289 　〃　　　　　〃　　　　（２級）　３年
190 金属塗装・金属塗装工（１級）
290 　　〃　　　　〃　　　　（２級）　３年
191 噴霧塗装（１級）
291 　〃　　（２級）　３年
167 路面標示施工
192 畳製作・畳工（１級）
292 　〃　　〃（２級）　３年

193
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表
具・表具工（１級）

293
　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　　　　〃　　〃〃　〃　（２級）
３年

194 熱絶縁施工（１級）
294 　　〃　　　（２級）　３年
195 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）
295 　〃　　〃　〃　　　　〃　　　　　　〃　　（２級）　３年
196 造園（１級）
296 〃（２級）　３年
197 防水施工（１級）
297 　〃　（２級）　３年
198 さく井（１級）
298 〃　（２級）３年

061 地すべり防止工事　　　１年
062 建築設備士　　　１年
063 計装　　　１年
064 基幹技能者
099 その他

　　　　　　備考
　　　　　　　　資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得
　　　　　　　するための試験に合格した後法第７条第２号ハに該当する者となるために必要な実務
　　　　　　　経験の年数である。

職　業　能　力
開　発　促　進
法
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コード 資　　　　格　　　　区　　　　分

301
土木工事業について１級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大
臣が認定した者に該当

302 建築工事業　　　〃
303 大工工事業　　　〃
304 左官工事業　　　〃
305 とび・土工工事業　　　〃
306 石工事業　　　〃
307 屋根工事業　　　〃
308 電気工事業　　　〃
309 管工事業　　　〃
310 タイル・れんが・ブロック工事業　　　〃
311 鋼構造物工事業　　　〃
312 鉄筋工事業　　　〃
313 ほ装工事業　　　〃
314 しゆんせつ工事業　　　〃
315 板金工事業　　　〃
316 ガラス工事業　　　〃
317 塗装工事業　　　〃
318 防水工事業　　　〃
319 内装仕上工事業　　　〃
320 機械器具設置工事業　　　〃
321 熱絶縁工事業　　　〃
322 電気通信工事業　　　〃
323 造園工事業　　　〃
324 さく井工事業　　　〃
325 建具工事業　　　〃
326 水道施設工事業　　　〃
327 消防施設工事業　　　〃
328 清掃施設工事業　　　〃

401
土木工事業について２級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大
臣が認定した者に該当

402 建築工事業　　　〃
403 大工工事業　　　〃
404 左官工事業　　　〃
405 とび・土工工事業　　　〃
406 石工事業　　　〃
407 屋根工事業　　　〃
408 電気工事業　　　〃
409 管工事業　　　〃
410 タイル・れんが・ブロツック工事業　　　〃
411 鋼構造物工事業　　　〃
412 鉄筋工事業　　　〃
413 ほ装工事業　　　〃
414 しゆんせつ工事業　　　〃
415 板金工事業　　　〃
416 ガラス工事業　　　〃
417 塗装工事業　　　〃
418 防水工事業　　　〃
419 内装仕上工事業　　　〃
420 機械器具設置工事業　　　〃
421 熱絶縁工事業　　　〃
422 電気通信工事業　　　〃
423 造園工事業　　　〃
424 さく井工事業　　　〃
425 建具工事業　　　〃
426 水道施設工事業　　　〃
427 消防施設工事業　　　〃
428 清掃施設工事業　　　〃

501
土木工事業についてその他の技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交
通大臣が認定した者に該当

502 建築工事業　　　〃
503 大工工事業　　　〃
504 左官工事業　　　〃

（別表）（五）
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505 とび・土工工事業　　　〃
506 石工事業　　　〃
507 屋根工事業　　　〃
508 電気工事業　　　〃
509 管工事業　　　〃
510 タイル・れんが・ブロック工事業　　　〃
511 鋼構造物工事業　　　〃
512 鉄筋工事業　　　〃
513 ほ装工事業　　　〃
514 しゆんせつ工事業　　　〃
515 板金工事業　　　〃
516 ガラス工事業　　　〃
517 塗装工事業　　　〃
518 防水工事業　　　〃
519 内装仕上工事業　　　〃
520 機械器具設置工事業　　　〃
521 熱絶縁工事業　　　〃
522 電気通信工事業　　　〃
523 造園工事業　　　〃
524 さく井工事業　　　〃
525 建具工事業　　　〃
526 水道施設工事業　　　〃
527 消防施設工事業　　　〃
528 清掃施設工事業　　　〃

601
登録基幹技能者講習を修了した者と同等以上の潜在的能力があると国土交通
大臣が認定した者に該当

備考
　　１級技術者…法第15条第２号イに該当する者

　　２級技術者…法第27条第１項の技術検定その他の法令の規定による試験で当該
　　　　　　　試験に合格することによつて直ちに法第７条第２号ハに該当するこ
　　　　　　　ととなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは
　　　　　　　免状の交付（以下「免許等」という。）で当該免許等を受けること
　　　　　　　によつて直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であつ
　　　　　　　て１級技術者及び登録基幹技能者講習を修了した者以外の者

　　その他の技術者…法第７条第２号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第２号ハに該
　　　　　　　当する者で１級技術者、登録基幹技能者講習を修了した者及び２級
　　　　　　　技術者以外の者
　　登録基幹技能者講習を修了した者…第18条の３第２項第２号の登録を受けた講
　　　　　　　習を終了した者で１級技術者以外の者
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 別紙三

労働福祉の状況

建設業の営業年数

防災活動への貢献の状況

法令遵守の状況

建設業の経理の状況

研究開発の状況

’ ’

審 査 対 象 事 業 年 度審査対象事業年度の前審査対象事業年度

’ ’ ’ ’

0 (千円)0 (千円)

,
0研究開発費（２期平均）

営業年数

5 10

,
（千円）

初めて許可（登録）を受けた年月日

昭和

平成
２年　　３月　　１日

3

3

〔1.有、2.無 〕

3

（人）

3 5

,

,

  1.会計監査人の設置、2.会計参与の設置、
  3.経理処理の適正を確認した旨の書類の提出、4.無

５ ３

（人）

3

,

防災協定の締結の有無 ４ ７

（年）４ ６ 81

3

２ ０ ０ ０ ４

（用紙Ａ４）

その他の審査項目（社会性等）

健康保険及び厚生年金保険加入の有無

雇用保険加入の有無 ４ １

項 番

1

3

〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

４ ２ 1 〔1.有、2.無、3.適用除外 〕

建設業退職金共済制度加入の有無 ４ ３

3

1

3

〔1.有、2.無 〕

3

3

〔1.有、2.無 〕

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 ４ ４ 1

法定外労働災害補償制度加入の有無 ４ ５ 1

3 5

〔1.有、2.無 〕

休業等期間

年　　　　か月

備考（組織変更等）

H4.4.1法人成

５ １

〔1.有、2.無 〕1

４ 〔1.有、2.無 〕９

2

2

営業停止処分の有無

指示処分の有無

４ ８

3

監査の受審状況 3０５

1

1

5

二級登録経理試験合格者の数 ５ ２

公認会計士等の数

「退職一時金制度」若しくは「企業年金制
度」のうち、制度を１つ以上導入している
場合は「１」を、いずれの制度も導入してい
ない場合は「２」を記入する

初めて許可（登録）を受けた年月日から審査基準日まで
の営業年数（１年未満切捨）を記入
※休業等の期間は除く

組織変更、営業譲渡、合併等を具体的に記入する

審査基準日の直前１年間に建設業法第28条の規定によ
り営業停止、指示処分を受けた場合は「１」、それ以外の
場合は「２」を記入する

次の区分により記入
「１」… 会計監査人を設置している場合
（会計監査人が当該会社の財務諸表に対して、無限定適正意見
又は限定付適正意見を表明している場合のみ加点）
「２」…会計参与を設置している場合
（会計参与が会計参与報告書を作成している場合のみ加点）
「３」… 経理実務の責任者かつ項番「51」に該当する建設業に従
事する常勤の職員が、経理処理の適正を確認している場合
「４」…上記以外

項番「50」において「１」を記入した場合のみ、２期平均の額を記入
それ以外の場合は「０」を記入

０円でも記入する
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記載要領

（ 「 」 。） 、 、 、１ で表示された枠 以下 カラム という に記入する場合は １カラムに１文字ずつ丁寧に かつ

カラムからはみ出さないように数字を記入すること。例えば １ ２のように右詰めで記入すること。

２ ４ １ 雇用保険加入の有無 の欄は その雇用する労働者が雇用保険の被保険者となつたことについての資格取「 」 、

得届を公共職業安定所の長に提出している場合は「１」を、提出していない場合は「２」を、従業員が１人もいな

いため雇用保険の適用が除外される場合は「３」を記入すること。

３ ４ ２ 健康保険及び厚生年金保険加入の有無 の欄は 従業員が健康保険及び厚生年金保険の被保険者の資格を「 」 、

取得したことについての社会保険事務所長 健康保険にあつては 健康保険組合を含む に対する届出を行つてい（ 、 。）

る場合は「１」を、行つていない場合は「２」を、個人事業者で、かつ、従業員が４人以下であるため健康保険及

び厚生年金保険の適用が除外される場合は「３」を記入すること。

４ ４ ３ 建設業退職金共済制度加入の有無 の欄は 審査基準日において 勤労者退職金共済機構との間で 特定「 」 、 、 、

業種退職金共済契約を締結している場合は「１」を、締結していない場合は「２」を記入すること。

５ ４ ４ 退職一時金制度もしくは企業年金制度導入の有無 の欄は 審査基準日において 次のいずれかに該当す「 」 、 、

る場合は「１」を、いずれにも該当しない場合は「２」を記入すること。

(1) 労働協約若しくは就業規則に退職手当の定めがあること又は退職手当に関する事項についての規則が定めら

れていること。

(2) 勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金共済契約以外の退職金共済契約が締結されていること。

(3) 所得税法施行令（昭和40年政令第96号）に規定する特定退職金共済団体との間で退職金共済についての契約

が締結されていること。

(4) 厚生年金基金が設立されていること。

(5) 法人税法（昭和40年法律第34号）に規定する適格退職年金の契約が締結されていること。

(6) 確定給付企業年金法（平成13年法律第50号）に規定する確定給付企業年金が導入されていること。

(7) 確定拠出年金法（平成13年法律第88号）に規定する企業型年金が導入されていること。

６ ４ ５ 法定外労働災害補償制度加入の有無 の欄は 審査基準日において 財 建設業福祉共済団 社 建設「 」 、 、（ ） 、（ ）

業労災互助会、全国中小企業共済協同組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第

50号 に基づく保険給付の基因となつた業務災害及び通勤災害 下請負人に係るものを含む に関する給付につい） （ 。）

ての契約を、締結している場合は「１」を、締結していない場合は「２」を記入すること。

７ ４ ６ 営業年数 の欄は 審査基準日までの建設業の営業年数 建設業の許可又は登録を受けて営業を行つてい「 」 、 （

た年数をいい、休業等の期間を除く ）を記入し、表内の年号については不要のものを消すこと。。

８ ４ ７ 防災協定の締結の有無 の欄は 審査基準日において 国 特殊法人等 公共工事の入札及び契約の適正「 」 、 、 、 （

化の促進に関する法律 平成12年法律第127号 第2条第1項に規定する特殊法人等 又は地方公共団体との間で 防（ ） ） 、

災活動に関する協定を締結している場合は「１」を、締結していない場合は「２」を記入すること。

９ ４ ８ 営業停止処分の有無 の欄は 審査対象年において 法第28条の規定による営業の停止を受けたことがあ「 」 、 、

る場合は「１」を、受けたことがない場合は「２」を記入すること。

10 ４ ９「指示処分の有無」の欄は、審査対象年において、法第28条の規定による指示を受けたことがある場合は

「１」を、受けたことがない場合は「２」を記入すること。

11 ５ ０ 監査の受審状況 の欄は 審査基準日において 会計監査人の設置を行つている場合は １ を 会計参「 」 、 、 「 」 、

与の設置を行つている場合は「２」を、公認会計士、会計士補及び税理士並びにこれらとなる資格を有する者並び

に一級登録経理試験の合格者が経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものを提出している場合

は「３」を、いずれにも該当しない場合は「４」を記入すること。

12 ５ １「公認会計士等の数」及び５ ２「二級登録経理試験合格者の数」の欄のうち、公認会計士等の数について

は、公認会計士、会計士補及び税理士並びにこれらとなる資格を有する者並びに一級登録経理試験の合格者の人数

の合計を記入すること。

13 ５ ３「研究開発費（２期平均 」の欄は、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度におけ）

る研究開発費の額の平均の額を記入すること。ただし、会計監査人設置会社以外の建設業者はカラムに「０」を記

入すること。また、表内のカラムに審査対象事業年度及び審査対象事業年度の前審査対象事業年度における研究開

発費の額を記入すること。

記入すべき金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示すること。

ただし、会社法（平成17年法律第86号）第２条第６号に規定する大会社にあつては、百万円未満の端数を切り捨

てて表示することができる。ただし、研究開発費（２期平均）を計算する際に生じる百万円未満の端数については

切り捨てずにそのまま記入すること。
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様
式
第
二
号
（
第
二
条
、
第
十
九
条
の
八
関
係
）

（
建
設
工
事
の
種
類
）

工
事
 
（
　
税
込
　
・
　
税
抜
　
）

主
任
技
術
者
監
理
技
術
者 件

千
円

千
円

件
千
円

千
円

ﾚ

Ｍ

・
・
・
「
軽
微
な
工
事
」

ﾚ
県
道
１
２
３
号
線
道
路
側
溝
工
事

東
京
都
足
立
区

九
州
工
業

〃

月
東
京
都
新
宿
区

岡
崎
三
男

平
成
19

5
千
円

千
円

年
7
,
0
0
0

建
設
　
次
郎

〃

国
交
　
太
郎

下
請

8
,
0
0
0

19

年
4

県
道
７
５
８
号
線
道
路
側
溝
工
事

〃
5

ﾚ
岡
崎
三
男

千
円

千
円

年
月

年
12

沖
縄
機
械

〃
1
,
0
0
0

平
成

豊
田
一
郎

19
千
円

平
成
19

月月
三
重
邸
玄
関
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

千
円

千
円

岡
崎
三
男

ﾚ

19
年
4
月月

19

平
成

千
円

千
円

1
,
6
0
0

19
年
5
月

平
成

錦
住
宅
敷
地
盛
土
及
び
基
礎
工
事

一
宮
二
郎

千
円

千
円

〃
19
年
3
月

東
京
一
郎

平
成

3
,
2
0
0

千
円

月
年

月

平
成
19

2

千
円

年
千
円

月

平
成

平
成

千
円

千
円

千
円

12
18

1

〃
千
円

平
成

ﾚ
千
円

豊
田
一
郎

19
年
9

年
2

半
田
五
郎

2
,
0
0
0

四
国
道
路

〃
一
般
国
道
１
０
０
号
線
道
路
改
良

工
事
の
内
カ
ッ
タ
ー
工
事

東
北
土
木

〃

中
部
塗
装

〃

近
畿
組

〃

中
国
建
築

北
陸
産
業

〃

国
土
建
設

丸
の
内
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

外
構
工
事

北
海
道
開
発

〃

上
田
邸
木
造
住
宅
解
体
工
事

元
請

関
東
建
設

平
成

年
19

千
円

千
円

千
円

千
円

月

年
10
月

請
負
代
金
の
額

工
事
現
場
の
あ
る

都
道
府
県

及
び

市
区

町
村

名

千
円

平
成
19

千
円

配
置
技
術
者

主
任
技
術
者
又
は
監
理
技
術
者
の

別
（
該
当
箇
所
に
ﾚ
印
を
記
載
）

氏
　
名

う
ち
、

　
・
P
C

　
・
法
面
処
理

　
・
鋼
橋
上
部

平
成

9
,
0
0
0

着
工
年
月
日

完
成
又
は

完
成
予
定
年
月

19
年
1
月

平
成
19
年
3
月 月 月

平
成
19
年
5

平
成
19
年
1
月

平
成
19
年
11
月

平
成
19
年
9
月

平
成
19
年
3
月 月

平
成
19
年
4

平
成
19
年
12
月

平
成
19
年
5
月

平
成
19
年
5

工
　
　
期

千
円

平
成
19
年
4

30
,7
00

平
成

月

ﾚ

13

千
円

う
ち
　
元
請
工
事

1
,
5
0
0

平
成
19
年
5

月

小
計

45
,7
00

千
円

う
ち
　
元
請
工
事

50
,0
00

合
計

52
65
,0
00

千
円

〃
愛
知
太
郎

讃
岐
邸
新
築
工
事
の
内

基
礎
工
事

岡
崎
三
男

豊
川
ア
パ
ー
ト
改
築
工
事
の
内

足
場
仮
設
工
事

1
,
7
0
0

1
,
9
0
0

1
,
8
0
0

栄
ビ
ル
新
築
工
事
の
内

く
い
打
工
事

一
般
国
道
９
９
号
線
道
路
新
設
工
事

〃 〃

2
,
5
0
0

4
,
5
0
0

千
円

ﾚﾚ ﾚ ﾚ

〃
津
島
一
平

ﾚ

東
京
都
中
央
区

〃 〃

ﾚ ﾚ

名
古
屋
三
郎

〃
豊
橋
川
改
修
工
事
の
内
掘
削
工
事

仙
台
邸
車
止
め
設
置
工
事

〃

工
 
事
 
経
 
歴
 
書

と
び
・
土
工
・

コ
ン
ク
リ
ー
ト

東
京
都
千
代
田

区

愛
知
太
郎

Ａ Ｂ

注
文
者

工
　
事
　
名

元
請

又
は

下
請

の
別

J
V
の 別

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｋ ＬＧ Ｈ Ｉ Ｊ

 ① 元 請 工 事 の 7 割 部 分 に 係 る

完 成 工 事

②  下 請 工 事 に 係 る

完 成 工 事

２
．
記
載
額
が
全
て
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額
の
7
割
を
超
え
た
た
め
記
載
終
了

１
．
軽
微
な
工
事
に
つ
い
て
１
０
件
を
超
え
る
部
分
は
記
載
不
要

B
～
K
の
件
数
≦
１
０
件

ﾍ
ﾟｰ
ｼ
ﾞご
と
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額
（
A
～
M
）

＊
記
載
例
１
　
工
事
経
歴
書
記
載
例

　
　
　
（
元
請
工
事
で
軽
微
な
工
事
が
1
0
件
に
達
し
た
場

合
）

全
て
の
完
成
工
事
高
の
合
計
額

元
請
工
事
に
係
る
完
成
工
事
高
の
合
計
額

ﾍ
ﾟｰ
ｼ
ﾞご
と
の
元
請
工
事
に
係
る

完
成
工
事
高
の
合
計
額
(A
～
K
）


